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    「中野郁雄様より」 
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          令和 5年度定期総会に参加して 

                            令和 6年 7月 8日  白井百合 

令和 6年 6月 16日、令和 5年度の定期総会が上原社会教育会館にて開催されました。 

  総会と懇親会に参加し、当会が遂行してきたこと、又は当会会員が個人として尽力してきた 

多くの積み重ねを知る時間となりました。 

   鍼灸マッサージの療養費が改善されたことは、これまでに積み上げられた活動と、鍼灸師・ 

  マッサージ師が患者の実利を実現してきたからだと思います。 

   その一方で、時代の激変があまりにも大きく、これまでの積み重ねだけでは通用しない時期 

  に来ているのかもしれません。高齢化、人材不足、資金力の低迷、これら当会が直面してい 

  る課題は、日本社会の課題にそのまま重なるもので、既存の仕組みの中ではにっちもさっちも 

  いかない息苦しさである。 

 東京都知事選を見ても、一定の若年層が変化を求めているものの、政治は政治

だけで変わらないという実感を私は深める結果となった。 

 息苦しさの続く予測に酷暑が追い打ちをかけてくるが、時代の転換点はいつも

大ピンチでもあったはずだ。 

 鍼灸やマッサージという自然治癒力を賦活する医療は、手間暇もかかり必ずし

も効率のいい手段ではないが、効率より生命の循環と予防医学の時代は必ずくる。 

       そこに希望をおいて前向きな感想文としたい。 

 

   稲田堤野外パーティ（治療ボランティア）のお知らせ 

                            副代表理事 清水 鏡晴 

11 月 3日（日曜日）川崎市多摩区・稲田堤野外パーティが開催されることになりまし

た。当会・NPO法人 医療を考える会は、例年通り治療ボランティアで参加いたします。皆様のご

参加・ご協力をお待ちしています。 

       第 2回 １０月改定・会員向け説明会 
     9月 22日（日）９：３０～渋谷区 上原社教館にて開催 
 

＊資料作成の都合上、必ず事前予約をお願いします。 

    ＊申し込み参加者には事前に資料をお送りします。 

   定員に達し次第締め切らせていただきますので、お申し込みはお早めに！ 

＊ZOOM での参加希望者はメールにてお申込みください。招待メールを 

 お送りします。申し込み先：ｍ-sato@jupiter.ocn.ne.jp 
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訪問医の役割に疑問を感じたケースについて考える 

松本 泰司 

 

 

R6 年 7 月 12 日に Y さんが 81 歳で亡くなった。Y さんを担当してから 8 年近く経っていた。初対面

は総合病院の相談室だったが、女性としては体格が大きく身長 168 ㎝で体重は 80 ㎏を超えていた。元々

耳が遠い上に脳梗塞後遺症から構音障害もありコミュニケーションがうまくいかなかった。 

今年の 5 月に Y さんはトイレの便器が真っ赤になる位下血したと言ってきた。訪問医が入っていたの

で先生に連絡したところ、バイタルは異常が無いので病院で検査する必要はないが、本人が検査をした

ければ受診されたらいかがですかという返答だった。その後数回便器が赤く染まるほど出血した。本人

にヘルパーを付けるからと言って通院を勧めたが、様子を見るというのでそのままになっていた。 

7 月初めに訪問したところ顔色が粘土のような灰色で血の気がなく、その時サービス中だった PT と

話して、この顔色は普通ではない訪問医はこの状態でも異常ないと言っているのかを聞くと、訪問医か

らはバイタルに問題はない大丈夫と言われたそうだ。 

7 月 10 日になって訪問医の受付からヘモグロビン値が 5.1ｇ/dL しかない受診して原因を調べた方が

いいと電話連絡を受けた。通常値の半分以下なので翌 11 日にヘルパーを付けて同行受診をさせた。 

7 月 12 日の午前中に受診先の病院から電話があった。「Y さんの意識が無い、声掛けに反応しない、

現在酸素マスクをつけている。」と言われた。原因は不明で 11 日に胃カメラをしたが胃からの出血はな

かった。それ以外の検査は 12 日からにしたが意識が無くなったので検査は出来ないと連絡があった。 

私は 12 日の午後に病院に行き Y さんに面会した。すでに下顎呼吸をしていた。両眼は開けたままで

黒目が灰色に変化して重篤な状態だった。 

7 月 12 日の 22 時に息を引き取ったが訪問医はもっと早く体調変化に気づかなかったのだろうか。 

以前別な訪問医の講演会に出たことがあった。その医師は「訪問医に医療処置を期待してはいけません、

生活のクオリティを上げるためにいるのです。」と言った。だったら医療保険で請求するな、この医者も

患者の初期徴候を見逃さず異変があれば専門病院に紹介する診断能力も無いのだろうか。 

もちろん診断力の的確な訪問医もいるが Y さんの訪問医は素人と変わらなかった。肥満がある、血便

が繰り返される、貧血で顔色が灰色になっていると条件が揃えば大腸がんを疑うのではないか。 

泥縄の判断でようやく血液検査をして貧血状態でしたとは・・・。この医者は総合病院からの紹介だ

ったので退院時から当該訪問医を付ける事を申し送られていた。 

ピンピンコロリが理想ですという高齢者もいると思うが、そういった人にはこの訪問医は向いている

と思う。利用者は入院前日まで自宅で暮らしていて受診日翌日には旅立った。顔色に著変が出ていなが

ら医療対応が出来ない医者は、白衣コスプレドクターと呼んでもいいのではないかと思う。 

母さんゴメンネ訪問医の

医学知識はケーシー高峰

より下だったね

 

 

ど素人が考えても

大腸がんだったワ 

ご存じ無かったとは・・奴がウワサの白衣コスプレヤーです 

 

ミーならバアちゃんを

なめて治せたニャン 
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 「あはき治療」を健康保険で受けられる制度の改善を要求 

   厚生労働大臣へ請願書を提出 
                                 久下 勝通 

 6月 16日に行われた当会第 21回総会に参加された、協同組合保険鍼灸師会・一般社団法人日本

保険鍼灸マッサージ師会の藤岡理事長が、挨拶で、武見敬三厚生労働大臣へ請願書を提出したこと

を報告されました。 

 請願は健康保険における鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧治療の取り扱いの改善を求める 4項

目の内容、及び能登半島地震被災者救済を求める 2項目の内容となっています。 

 制度改善についての請願は以下の 4項目です。「あはき」治療を健康保険により国民に給付する

医療から排除する問題点を明確にし、改善を求めた内容です。 

 

① 鍼・灸・あん摩マッサージ指圧治療の健康保険給付を改善し、健康保険法 1 条、国民健康保

険法 2条に基づく厳格な保険給付（＝現物給付）にすること。 

② 鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧治療に同意書、診断書添付の中止、病名の制限、また、鍼

灸治療の西洋医療との併給の禁止、療養費申請の被保険者署名等は法的根拠なく、法にそむ

く通知はすべて廃止にすること。 

③ 鍼・灸・あん摩マッサージ指圧の受療の機会と権利を奪う「施術管理者」の仕組みを廃止す

ること。 

④ 鍼師・灸師などの学校制度を早急に 4 年制にし、4 年制からさらに 6 年制に強化、充実する

こと。 

 

   厚労省は法的根拠も示さず「あはき師」は医業類似行為を行なう者だとして、健康保険制度 

  から排除する不当な医療行政の改善を求める要望です。 

   健康保険法 87条（療養費）に基づく厚労省通知による療養費の支給は、法的根拠なく国民 

  の医療を受ける権利、医療を選ぶ権利を無視するものです。 

 

   鍼・灸治療、あん摩マッサージ指圧治療の健康保険による取り扱いは、療養費の支給であり 

  差別的な排除の取り扱いです。この日常の療養費支給という取り扱いの中で、政府の伝統医療 

  排除の違法な医療行政が、国民には見えにくくなっていると思います. 

   請願書は憲法・健康保険法に基づく、医療を受ける国民の権利、医療を選ぶ権利を無視する 

  医療行政の問題点を指摘し改善を求めています。重要な内容だと思いますので請願書全文を 

  掲載しました。是非、ご一読いただければと思います。 

厚生労働大臣  武見 敬三様 

                                     2024年 2月 7日 

             兵庫県尼崎市潮江２－１７－３１ 

              一般社団法人日本保険鍼灸マッサージ師会 代表理事 藤岡 東洋雄 

             兵庫県尼崎市潮江２－１７－３１ 

              協同組合兵庫県保険鍼灸師会 理事長 藤岡 東洋雄 

 

                 請 願 書 

 各種健康保険法に基づき、鍼・灸・あんま・マッサージ・指圧治療への健康保険給付の回復と仕組み

の改善および「施術管理者」の廃止、鍼灸養成学校の改革を求めて、憲法 16条および請願法に基づき、 
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下記のように請願します。 

 なお、はじめに、本年 1月 1日に発生した能登半島地震における被災者への健康と生活再建支援のた

め、東日本大地震及び熊本地震の際に採用されたと同様に、保険証や同意書、診断書なしで、はり・き

ゅう・あんま・マッサージ・指圧の治療を可能にする処置を緊急に求めます。 

 

 本請願は、「はり師・きゅう師・あんま・マッサージ・指圧師が行う東洋医療を自らの健康保険で自由

に受けたい」という国民と患者の権利回復と要求に基づき各健康保険法の目的と義務である厳格な「療

養の給付」が、各健康保険法の通り厳格に早急執行されることを要求します。 

 

 様々な疾病、負傷の治療と回復のための行為を法により付託と免許されているのは、西洋医療の医師

資格免許者とはり師資格免許者、きゅう師資格免許者、あん摩マッサージ指圧資格免許者です。日本の

医療の法体系は西洋医療と東洋医療の二本柱で構成されています。 

 

 現に病院など医療機関では、漢方薬・あんま・マッサージ・指圧の東洋医療には鍼を除いて保険給付

を行っています。 

 生活保護、労災保険法においては鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧の施術所であっても、医療機関

でも法の通り鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧治療の保険給付を行っています。 

 しかしながら厚生労働省の通知のもとで国民健康保険・後期高齢者医療保険・全国健康保険協会健保・

健康保険組合・共済組合・船員保険等は鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧施術所においての鍼・灸・

あん摩・マッサージ・指圧の保険給付を実施せず、療養の支給で受療委任払いや償還払いをしています。 

 その結果いつでもどこでも誰でも自由に受診することができません。 

 

 健康保険法第 1条は「この法律は（略）疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して必要な保険給付（＝

現物給付）を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与する事を目的とする。」とあります。

鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧の東洋医療にも保険給付（＝現物給付）を義務付けています。 

 また、国民健康保険法第 2条でも「被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を 

（＝現物給付）を行なうものとする」とあります。鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧の東洋医療にも

保険給付（＝現物給付）を義務付けています。 

 昭和 10年代から昭和 25年 1月までは東洋医療にも保険給付（＝現物給付）されていました。 

 昭和 25年 1月 19日保発 4号通知によって保険者との契約停止と保険給付を停止し、保険給付（＝現

物給付）から突然規則等に反した者に行う処分扱いの「償って現金を払う」償還払いに貶めました。 

 

 何の痂疲のない被保険者、患者に法律にも無いかつ不必要な医師の同意書、病名制限、西洋医療との

併給禁止など制限を加え鍼・灸・マッサージの受診を困難にし、受診の権利侵害を 73年間行っており、

これは憲法 11条基本的人権の享有、13条国民の権利、14条法の下に平等、刑法 193条公務員の職権乱

用と各種と健康保険法の保険給付を行う、に反する行いとなっています。 

 

 はり師・きゅう師・あん摩・マッサージ指圧師に令和 2年度より健康保険受領委任扱いにあたって「施
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術管理者」なる仕組みをつくり、その申請要件になっている 1年間の「実務経験」を受け入れる施術所

がほとんどない現状では申請できず、仕組みそのものが破城しています。かつ将来にわたり「施術管理

者」が少数になり被保険者、家族等は保険で東洋医療・鍼・灸・あん摩（マッサージ）指圧の受診権利

を奪うこととなり法に反しています。国家免許に「施術管理者」とは屋根の上に屋根を行くるに等しく 

必要のないものです。 

 

 はり師・きゅう師養成学校制度を 4年制、6年制への改善は急務です。 

 我が国現行のはり師・きゅう師の養成学校制度は国際標準に照らして劣っています。例えば中国や 

韓国などは医学部に入学し、6年生で中医、韓医となっています。日本はその半分の 3年です。 

 養成学校制度の改革は疾病の治療、保健に対し、責任を十分に果たし得ることに 6年制は必要不可欠

なことです。 

 

 高齢者は足・腰・膝の患いで多くが寝たきり多くが寝たきり介護、認知症となっています。鍼・灸・

あん摩・マッサージ・指圧の東洋医学は効果的であり介護保険も使わず終末まで減薬が期待でき７５～

80才まで労働の可能性も有り、労働力不足にも役立ちＧＤＰに貢献もできます。 

 

 鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧の保険給付によって、いつでもどこでも誰でも東洋医療の受診が

できる、これよって大きな医療効果、大きな経済効果が見込まれます。医療費逼迫のなか、国の財政の

安定化と新たな財源創出、さらに医師、看護師不足にも役立ちます。 

  そして「国民よし、社会よし、国家よし」となります。以下の事項を請願します。 

請願項目 

１ 東洋医療の鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧治療は、厳格な給付であるにもかかわらず昭和 

 25年から、受療委任や償還払いとなっている。早急にこれらを撤廃し、健康保険法 1条、国民 

健康保険法 2条に基づく厳格な保険給付（＝現物給付）、昭和 25年前の制度にもどし、保険給付 

を実施し権利を回復すること。 

２ 鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧治療に同意書・診断書の添付、病名の制限また鍼・灸治療 

 の西洋医療との併給の禁止、療養費申請書の被保険者署名等は、法の根拠なく法にそむく通知は 

 すべて廃止すること。 

３ 鍼・灸・あん摩・マッサージ・指圧の受診の機会と権利を奪う「施術管理者」の仕組みを撤廃 

 すること。 

４ はり師、きゅう師など学校制度を早急にすべて 4年制にすること。4年制学校実現の後 3年以 

 内に 6年制を実施すること。国の責任において養成施設の人材を育成すること。 

５ 能登半島地震における被災者に対し、東日本大震災及び熊本地震の際に採用された措置と同様、 

 保険証や同意書、診断書なしで、はり、きゅう、あんま、マッサージ、指圧の治療を可能にする 

 ことを緊急に求めます。 

６ 高齢者、傷病者の多くは複数疾患があり、実態に応じたはり・きゅう・あんま・マッサージ・ 

 指圧の治療は出来高払い制にすること。 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8 

 

ヘルパー不足からくる質の低下について考える 

松本 泰司 

訪問介護の人手不足がひどくなってきた。介護保険料は高く毎月天引きされているのに、いざ利用し

ようとしたらヘルパー不足で利用できない。詐欺に近いのではないか。介護人材が足りないのに厚労省

は R6 年 4 月から訪問介護の基本報酬を下げた。そして東南アジアの人を訪問介護に回すことにした。 

この対応はトラブルが続出すると思われる。在日なら外見だけでなく日本人と生活環境が殆ど同じだ

し現在も介護職に就業しているが、東南アジアの人は文化や習慣の違いで問題が発生している。 

夫が日本人で日本籍を取ったフィリピン人のヘルパーは施設ではなんとかなったが、訪問サービスは

うまくいかなかった。畳の目に逆らって雑巾を掛ける。床を拭いた雑巾で仏壇を拭く。雑巾と布巾や、

下着を洗濯機に一緒に入れて洗う。フィリピン人ヘルパーはそれが何故問題なのか理解できない。 

高齢者はいちいちこうして下さいと言うのが煩わしくなりサービスが中止になる。人手不足で介護の

現場では何が起こっているのか。私の担当利用者の例を上げる。 

M さんは 90 歳の女性でアルツハイマー型認知症だった。サービス拒否が強くヘルパーを受け入れて

くれなかった。本人の拒否が強いのでヘルパーも嫌気が差し担当者が何人も変わった。或る日責任者が

「松本さん、今度のヘルパーは大丈夫です。ベテランの人を用意しました。ストレス耐性が高いです。」

と言われた。私はどんなヘルパーかと思い訪問して驚いた。 

腰が曲っていただけでなく側弯していた。前傾が強く田植えの苗を植えるには適した姿勢だと思うが

かなり年を取っているではないか。ヘルパー歴が長いベテランだと思っていたら人生のベテランだった。

何と言っても私と立って話す時ベテランは腰が伸びないので私の顔を見られない状態。床拭きには向い

ているが、シンクの上にある食器が入った開き戸に手が届かない。すぐ事業所を変更した。 

変更した事業所は大手だが、若い男性ヘルパーは M さんの口座から一カ月で 500万円を抜いていた。

暗証番号を聞き出しコンビニ ATM から 20 万ずつ引き落としていた。成年後見の司法書士はヘルパー

会社の本社と掛け合い管轄の警察に行って被害届を出した。成年後見人も記帳もせず怠慢だがヘルパー

が足りなくなるにつれて質の悪いヘルパーが増えてしまった。感じの良いおもてなしの訓練が身に付い

たヘルパーは自費でしか提供しない事業所も出てきた。 

少ない資源を有効活用するため国は介護福祉士を身体介護に回すように政策が取られている。その内

調理・掃除・買い物代行などの生活援助は給付額をもっと減らされるので良い人は来ない気がする。 

 

 

 

 

 

   

 

運が良かった。ヘルパーが感じの

良い日本人で嬉しい。ココナッツ

ミルク入りの味噌汁は苦手なの。 
少数になった日本人ヘルパー

は貴重なので純日本人の要望

は指名加算マシマシ方針です 

移民促進政策の観点から高齢者はアジアンティスト和食に慣れる必要があります 

おもてなしの基本は紀〇様

流の口角上げが定番よーん 
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高橋 徳 先生のセミナー 

                               松尾 洋子 

統合医療クリニック徳の高橋徳院長の【現代西洋医学の問題点】の中で鍼・マッサージに

ついての話が有りました。現在アメリカの病院ベスト 10では、統合医療の中で補完代替医

療として鍼・マッサージを取り入れているという話を聞きました。 

 

マニュアルセラピーの中に    鍼 指圧 マッサージ 

マインドボディセラピーとして  ヨガ 太極拳 気功 禅 

その他には           漢方薬 ホメオパシー という分類です。 

 

・例えば体表の筋肉皮膚に存在する知覚神経を刺激すると、自律神経を介して胃腸の運動

が影響を受ける。今迄は体幹知覚神経系と自律神経は、全く別として考えられていたが

この両方に何かルートが有るのではないかと考えられるようになって来た。 

・鍼刺激は知覚神経への刺激である。 

知覚神経の興奮が脊髄に入る⇒脊髄視床下部を通り視床に入る⇒大脳皮質に行き知覚 

（熱い、冷たい）を感じる        ↓ 

                     ↓ 

       視床から一部神経バイパスが出来、延髄に刺激が伝わる事が判明 

＊延髄は自律神経の中枢なので色々な部位に伝わっていく 

 上記の内容を 2003年に徳先生グループは、アメリカの雑誌に発表している。 

＊マウスを使っての実験 

 慢性ストレス（CRF）を与え続けているマウスの足三里に鍼を刺入しながら、オキシトシ

ンの数値を計測⇒しばらくするとオキシトシンの数値が上昇してくる 

① これにより視床下部のオキシトシン産生細胞は、鍼刺激で増加する事が判った。 

 オキシトシンは出産時の子宮収縮、母乳分泌の他に抗ストレス作用や抗不安作用を持つ。 

心地良い皮膚刺激（鍼、マッサージ）はオキシトシン分泌を刺激する。 

② 同様に中脳水道周囲石灰質に豊富に存在する、オピオイドホルモンは鍼刺激によりモル

ヒネ用物質（エンドルフィン、エンケファリン）を放出し鎮痛効果に繋がる。 

③ 脳幹から自律神経に作用し消化器菅、呼吸器菅、循環器菅を調節する。 

 

 2011年には論文を発表した。 

 『鍼治療の適応』 

 ・自律神経系   高血圧 呼吸器疾患 循環器疾患 胃腸疾患 

 ・オキシトシン  ストレス 

 ・オピオイド   慢性疼痛 

 徳先生は以上の事から患者さんに減薬 断薬の指導をして、鍼灸を奨めご自身も 

 鍼灸治療を実践しています。 
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  各部活動に興味のある方はおりませんか？ 

          お手伝いしてくれる方を探しています 

                              事務局長 土田 仁 

   今まで担ってくれていた先生が高齢になり各部の運営に若返りと人員の増加が必要です。       

  理事になってくれる先生、理事は難しいけれどお手伝いならやってみたいという力を貸して 

  下さる先生方を募集しています！そんなに難しい事はありませんし特別な事は何もありません。 

  今の理事も皆さんと同じ同業の仲間です。そんなポジティブな軽いスタンスでお声がけして 

  頂ければと思います。 

   お知り合いで事務職員に相応しい方が居りましたら  

                           ご一報お願いします 
   同じく当会の事務職員の世代交代も必要な時期になりました。丁寧な申請業務で定評のある当会

の事務局業務も、次世代への担い手が必要な局面を迎えております。当会の様々な特色と経験から、

会員の先生方からの紹介・お知り合いの方がふさわしいと考えます。あはき業務や当会に理解 

があり、興味がある方がおりましたらお声がけ頂けるととても嬉しいです！                  

どうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

        投稿のお願い             広報部 久下 勝通 

    コロナ感染が深刻な問題となるなかで、懇談会や勉強会が中止され会員同士顔を 

    合わせて会話する機会が本当にすくなくなりました。 会員の意見交流の場として 

   事務局通信の活用が一層重要になっていると感じています。 

    事務局通信の内容充実のため投稿のお願いです。 

    まず、代表理事はじめ理事のみなさんへのお願いです。理事会が開催された場合は 

   「理事会報告」を投稿していただき、重要な問題については理事会での論議の結果が 

   会員へ伝わるようお願いいたします。 

   また、各理事の見解や感想の投稿も、会員の理解を深める参考になると思います。 

    会員のみなさんが関心ある問題、皆に伝えたい事、最近感じている事等、なんでも 

   結構です。みなさんの投稿をお願い致します。 
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R06年 8月                R06年 9月 

1 木   1 日  

2 金  2 月  

3 土 申請書〆切 

 

3 火 申請書〆切 

 

4 日  4 水  

5 月  5 木 NPO 体験マッサージ(13：00～17：00) 

6 火  6 金  

7 水  7 土  

8 木  8 日 理事会（13:30～15:30） 

9 金 事務局通信投稿締め切り 9 月 事務局会議（13:00～15:00） 

10 土  10 火 事務局通信投稿締め切り 

11 日 山の日 11 水  

12 月 振替休日 12 木  

13 火  13 金  

14 水  14 土  

15 木 国民の会役員会(18：30～20：30) 15 日  

16 金  16 月 敬老の日 

17 土  17 火  

18 日  18 水  

19 月 事務局会議（13:00～15:00） 19 木 国民の会役員会(18：30～20：30) 

20 火 ウーベル保険 R6年 9 月加入申し込み締め切り 20 金 ウーベル保険 R6年 9 月加入申し込み締め切り 

21 水  21 土  

22 木  22 日 第 2 回 10 月施術分からの改定に関

する説明会(9：30～12：00) 

場所：上原社会教育館 

秋分の日 

23 金  23 月 振替休日 

24 土  24 火  

25 日  25 水  

26 月  26 木  

27 火 編集会議(13：00～) 27 金 支給明細などの発送 

28 水 支給明細などの発送 28 土  

29 木  29 日 ケアマネ会議（13:30～15:30） 

30 金 療養費の振り込み 30 月 療養費の振り込み 

31 土     

 
※国民の会：健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会 

※NPO：NPO 法人東洋医療を考える会 

 

 

 

 

申請業務 

8/10～8/15 夏休み 

申請業務 


